
厚木市ラブホテル建築規制条例に伴う事務の流れについて 
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②届出（第 3 条関係） 

③事前審査 
④ラブホテルに 

該当しない取扱い 

・ 事務局決裁にて処理 

・ 直近の審議会に報告 ⑤諮   問 

⑧結果通知 

（第 3 条関係） 

   ⑥旅館等建築審議会 

（第 10 条関係） 

⑨ 工事着手 

①計画の公開（第 4 条関係） 

⑬公    表 

（第 7 条関係） 

⑩完了調査 

(指導基準3条関係) 

ラブホテルに 

該当しない場合 

ラブホテルに 

該当する場合 

⑧結果通知 

（第 3 条関係） 

⑪指導・勧告 

（第 8 条関係） 

⑫中止命令等 

（第 6条関係） 

原状回復 

(第 6 条関係) 

立入検査 

(第 9 条関係) 

工事完了 

⑮罰  則 

（第 11条関係） ・ 警察との連携(風営法) 

・県との連携（旅館業法） 

使用開始 

事業中止 

計画変更 

規則違反で 

事業計画 

ラブホテル 

工事着手 

②届出（第 3 条関係） 

再提出・再審査 

立入検査 

(第 9 条関係) 

⑦答 申 

無届で規定違反 

⑭告  発 

適正に運営 


